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 災害時における，医療・救急・
救護体制は，柏市地域防災計画
で定められています。 

 具体的な活動等については，柏
市医師会が中心となり，平成18
年に「柏市医師会 大地震発生
48時間マニュアル」を策定し，
現在は，同マニュアルの改正を
進めており「災害医療対応マ
ニュアル」として，発災から72
時間及びそれ以降の体制につい
て検討しています。 

災害医療体制について 



災害医療体制について 
～予防計画～ 

◆◆◆基本方針◆◆◆ 
 人命保護を優先するため，拠点となる病院の医療提供機能を維持・強化する体制を整える。 

 医薬品，医療材料を補給するため。卸売業者等からの調達する体制を整える。 

 被災地外からの迅速な応援体制を整える。 

 施策方針 

～医療・救急・救護体制～ 

 医師会等との連携強化 

 医療情報集約・統制体制の確立 

 救急体制の整備 

 医療・救護体制の強化 

 被災地外から医療スタッフの確保体制の確立 

 被災地外からの受援体制の確立 

 透析医療体制の整備 

 こころのケア体制の整備 

施策方針 

～医薬品等の確保～ 

 医薬品・医療材料の確保 

 医薬品の備蓄 



災害医療体制について 
～応急対策計画～ 

◆◆◆基本方針◆◆◆ 
 死者ゼロを目指すため，発災期及び超急性期(災害発生から72時間)は，主に外科的措置に医療提

供を集約する 

 DMAT(※)等の応援要請を直ちに行う 

 医薬品・医療資材の調達・供給を迅速に行う 

 在宅難病者の安否を確認し，支援する 

 地域住民組織と連携し，軽症者の救護を迅速に行う 

 

◆◆◆医療活動（救護本部）◆◆◆ 
 大規模災害が発生したときは，市と関係機関が協力して医療・救護活動をするため，救護本部を

設置します 

 救護本部は，保健福祉部長を本部長とし柏市医師会会長，同副会長，同救急災害担当理事を地域
災害医療コーディネーターとする 

 救護本部は，救護本部長をともに医療活動の救護本部の運営と指揮統制を行う 

※ＤＭＡＴ⇒災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team) 

  医師，看護師等で構成され，大規模災害や他傷病者が発生した事故などの現場にいち早く駆けつけて急性期(おおむね48
時間以内)の活動を行う専門的な訓練を受けた医療チーム 



災害発生後の時間経過と医療救護活動の変化 

呼称 期間 保健・医療の主な状況 

発災期 発災直後～数時間 
医療機能の大幅低下 
負傷者の集中的発生 

超急性期 数時間～3日間 
救護活動の開始 
外傷系患者の集中 

急性期 3日～1週間 
慢性疾患患者の悪化 
公衆衛生（心）ニーズの増加 

移行期 1週間～1ヶ月 地域医療の保管ニーズの増加 

復旧期 1ヶ月以降 
平常医療体制への移行 
地域医療機能復旧進行 

◆発災期・超急性期：救命医療ニーズの爆発的発生。災害対策本部・救護本部の設置。 
          人命救助・救護活動。 
◆急性期：避難所環境の悪化による、慢性疾患患者の病状悪化や内因性疾患への対応。 
◆移行期：避難所等、被災生活の長期化にともなう、医療ニーズの多様化への対応。 
◆復旧期：医療機能の回復。 



災害時における医療・救急・救護活動体系図 

災害拠点病院 
災害医療協力病院 
（市内１０病院） 

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
(柏市医師会) 

救護本部 

柏歯科医師会 

柏市薬剤師会 

千葉県柔道整復師会 



柏市災害医療検討会 

【概 要】 

 柏市地域防災計画の実効性を高め，大地震等の災害発生時における具体の活動や医療連携
を的確に行うために，災害医療に係る初動の対策・対応をあらためて検討し具体化するこ
とを目的として，平成25年度から「柏市災害医療検討会」を開催しています。 

【構成員】 
 柏市医師会･････会長，副会長，救急災害担当理事，災害拠点病院（救命救急センター長） 

 柏歯科医師会･･･副会長 

 柏市薬剤師会･･･副会長 

 千葉県接骨師会 柏・我孫子支部･･･支部長，前理事 

 柏市･･･保健福祉部（福祉政策課，医療公社管理課） 

      保健所（総務企画課，保健予防課） 

       消防局（救急課，警防課） 

        総務部（防災安全課:事務局）     ・ 





【災害に強い～人・物・システム～】 

◆人 

 医師会等との連携 

 災害医療従事者の育成（災害対応力の強化・充実） 

◆物 

 地震に強い構造（耐震化) 

 停電時における電源確保（非常用電源の配備） 

 職員・患者の食糧と医薬品の確保（備蓄） 

◆システム 

 BCP(業務継続計画)の構築及び実効性の確保 

 定期的な防災訓練の実施 

 情報受伝達手段の確保（非常時の通信確保） 

災害医療対応医療機関に期待すること 


